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―
戰
爭
諾
否
の
觀
點
か
ら

―

末

次

信

行

一

は
じ
め
に

「
殷
代
の
『
神
權
』
と
『
君
權
』
―
武
丁
時
代
を
中
心
と
し
て
」（『
千
里
金
蘭

大
學
紀
要
・
短
期
大
學
部
』
第
三
七
號
、
二
〇
〇
六
年
）
と
い
う
試
論
を
か
つ
て

發
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
要
旨
は
、武
丁
時
代
の
神
聖
政
治
が「
帝（
上
帝
）」

信
仰
が
厚
く
、
地
域
的
に
も
廣
範
圍
に
及
ん
で
い
た
性
格
を
も
ち
、
當
時
の
內
外

の
諸
國
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
、「
神
權
」
の
強
い
性
格
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

殷
王
の
祖
先
神
崇
拜
を
通
じ
て
「
君
權
」
が
強
く
な
り
、神
聖
政
治
が
變
質
し
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
觀
點
か
ら
、
戰
爭
に
關
す
る
卜
辭
を
檢
討
す
る
う
ち
、
す
で
に
武
丁

時
代
に
、「
帝
」
と
「
殷
王
の
祖
先
神
」
が
、
ほ
ぼ
對
等
の
存
在
と
し
て
卜
辭
に

み
ら
れ
る
時
期
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
二
元
論
で
、
戰

爭
の
許
諾
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、「
帝
」
の
意
思
を
問
う
卜
辭
と
「
殷
王
の
祖
先
神
」

の
意
思
を
問
う
卜
辭
が
、
同
時
に
竝
存
す
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。

結
論
か
ら
先
に
の
べ
る
と
、
當
時
の
戰
爭
に
關
す
る
管
轄
權
も
し
く
は
許
諾
權

が
、「
帝
」
と
祖
先
神
の
雙
方
に
存
し
、
兩
者
の
祐
助
な
り
許
諾
を
問
う
卜
辭
が

同
時
に
み
ら
れ
、
祖
先
神
は
卜
辭
に
「
下
上
」
と
し
て
み
え
る
も
の
と
理
解
す

る
。
こ
の
「
下
上
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
從
來
か
ら
諸
說
あ
り
、「
帝
」
を
ふ
く

む
說
が
多
數
派
で
あ
る
が
、「
帝
」
を
ふ
く
ま
な
い
、
祖
先
神
（
上
示
・
下
示
）

の
み
と
す
る
說
も
み
え
る）

1
（

。
こ
の
祖
先
神
の
み
と
す
る
從
來
か
ら
の
說
の
場
合
、

「
上
示
」
が
祖
乙
以
下
の
祖
先
を
、「
下
示
」
が
小
乙
以
下
の
祖
先
を
指
す
と
す

る
說
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
從
來
か
ら
の
諸
說
に
對
し
て
、本
稿
の
結
論
と
し
て
は
、

祖
先
神
と
は
す
る
も
の
の
、「
上
示
・
下
示
」
と
い
う
集
合
呼
稱
で
は
な
く
、
固

有
名
で
あ
り
、「
下
上
」
の
「
下
」
が
「
下
乙
」
す
な
わ
ち
祖
乙
、「
上
」
が
「
上

乙
」
す
な
わ
ち
大
乙
（
湯
王
）
を
指
す
と
い
う
說
で
あ
る
。
開
國
の
祖
で
あ
る
大

乙
（
湯
王
）
と
中
興
の
祖
で
あ
る
祖
乙
に
敵
國
と
の
戰
い
に
祐
助
も
し
く
は
許
諾

を
求
め
、
占
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
武
丁
後
期
に
な
る
と
、「
上
帝
」
と
い
う
用
語
が
卜
辭
に
み
ら
れ）

2
（

、

對
槪
念
と
し
て
「
下
帝
」
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、「
下
帝
」
と
い
う
用

語
自
體
は
卜
辭
に
は
未
見
で
あ
る
が
、
こ
の
二
元
論
は
歷
然
と
い
う
か
、
公
然
と

な
る
。
公
然
と
な
る
と
と
も
に
、「
上
帝
」
の
權
限
が
相
對
化
し
、
殷
王
の
世
俗

的
君
主
權
力
の
強
化
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
帝
」
に
厚
い

信
仰
を
も
つ
諸
勢
力
（
貞
人
や
諸
侯
國
な
ど
）
と
殷
王
と
の
葛
藤
の
結
末
的
側
面

を
も
つ
。
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三
〇

こ
う
し
た
上
帝
・
下
帝
の
槪
念
以
前
に
上
乙
・
下
乙
の
槪
念
が
生
じ
、
こ
れ
が

「
下
帝
」
槪
念
を
先
導
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
本
論
の
主
旨
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
結
論
を
導
く
た
め
に
、
以
下
に

「
帝
」の
戰
爭
に
關
す
る
權
限
な
ど
の
觀
點
を
中
心
と
し
て
、順
に
檢
討
し
た
い
。

な
お
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
武
丁
の
治
世
、
五
十
九
年
間
（
前
一
二
五
〇
〜

前
一
一
九
二
）
の
卜
辭
に
み
え
る）

3
（

。

二
「
帝
」
と
「
下
上
」
の
戰
爭
許
諾
關
連
卜
辭
例

「
帝
」
に
は
そ
の
管
轄
下
の
諸
國
に
災
厄
を
下
す
（「
降
넬
2240
（
禍
）・
作
넬

（
禍
）」）
權
能
が
あ
る
と
、
當
時
の
人
々
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
當
然
、
當
時

の
殷
も
「
帝
」
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
骨
版
の
卜
辭
に
、

01
「
貞
方

2417
正
（
征
）
隹
帝
令
作
我
넬
（
禍
）
三
月
（
英
國
一
一
三
三
＝

金
四
九
六
）」

と
み
え
、「
帝
の
命
令（
帝
令
）」に
よ
る
災
厄（
禍
）を
、「
方

正（
敵
國
の
來
襲
）」

と
す
る
例
が
あ
る
。
字
體
は
貞
の
形
か
ら
「
典
型
賓
組
」
に
屬
す）

4
（

。
ど
う
よ
う
の

卜
辭
に
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
例
と
し
て
、

02
「
帝
其
作
王
넬
（
禍
）（
合
集
一
四
一
八
二
＝
乙
四
八
六
一）

5
（

）」

と
あ
り
、「
帝
」が「
王
」に
災
厄（
禍
）を
な
す
危
惧
を
占
う
。
災
厄
の
種
類
に
は
、

01
卜
辭
例
か
ら
「
敵
國
の
來
襲
」
を
ふ
く
む
に
ち
が
い
な
い
。
字
體
（
崎
川
分
類
）

は
「
賓
一
類
」
に
屬
す
。
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
甲
骨
版
の
時
代
は
出
土
狀
況
か
ら

武
丁
中
期
ま
で
と
さ
れ
る）

6
（

。

ま
た
、
殷
以
外
の
他
の
國
に
も
「
帝
」
は
、
殷
と
ど
う
よ
う
に
災
厄
を
も
た
ら

す
こ
と
が
あ
っ
た
。
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
（
背
甲
）
例
で
、字
體
分
類
は
「
過

渡
①
類
（
崎
川
隆
）」
に
屬
す
卜
辭
に
、
つ
ぎ
の
二
例
が
あ
る
。

03
「
己
酉
卜
內
2132
貞
鬼
0322
方
昜
1139
亡
넬
五
月
（
合
集
八
五
九
一
＝
乙

六
六
八
四
）」

04
「
己
酉
卜
렗
2864
貞
危
3272
方
亡
其
넬
五
月
（
合
集
八
四
九
二
＝
乙
六
三
八
二
）」

前
者
は
、「
鬼
方
」
の
君
主
「
昜
」
に
災
厄
が
無
い
か
、
後
者
は
「
危
方
」
に

災
厄
が
無
い
か
を
占
う）

7
（

。

こ
の
よ
う
に
、「
帝
」
に
は
災
厄
（
戰
敗
）
を
下
す
權
能
が
あ
り
、
殷
な
ら
び

に
他
の
國
は
、ど
う
よ
う
に
、い
わ
ば
不
偏
不
黨
の
「
帝
」
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
本
テ
ー
マ
を
考
察
す
る
う
え
で
の
大
前
提
と
な
る
。
戰
爭
あ
る
い

は
征
伐
に
「
帝
」
の
祐
助
や
許
諾
を
求
め
る
占
い
、
す
な
わ
ち
戰
勝
を
求
め
る
占

い
は
、「
帝
」
の
こ
う
し
た
權
能
を
認
め
た
う
え
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
下
、「
帝
」
も
し
く
は
「
下
上
」
の
戰
爭
許
諾
關
連
卜
辭
を
ⅰ
ⅱ
ⅲ
の
各
項

目
に
分
け
て
と
り
あ
げ
た
い
。
ⅰ
は
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
例
、
ⅱ
は
ⅰ
以
外

の
龜
版
例
、
ⅲ
は
骨
版
例
で
あ
る
。

ⅰ

Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
例
（「
帝
」
例
）

Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
で
、
龜
版
に
刻
ま
れ
た
、
こ
の
種
の
卜
辭
に
は
つ
ぎ
の
例
が

み
ら
れ
る）

8
（

。

「
帝
」
を
ふ
く
む
卜
辭
に
は
、「
受
又
（
授
祐
）」
あ
る
い
は
「
若
（
諾
）」
と
い

う
用
語
が
も
ち
い
ら
れ
る
。

05
「
甲
辰
卜
爭
1045
貞
、
我
伐
馬
1630
方
、
帝
1132
受
我
又
。
一
月
（
合
集

六
六
六
四
正
＝
丙
一
一
四
）」

當
該
卜
辭
の
「
馬
方
」
と
い
う
敵
國
征
伐
の
戰
勝
を
求
め
る
卜
辭
で
あ
る
。
字
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體
（
崎
川
分
類
）
は
、「
師
賓
間
大
類
」
の
「
過
渡
①
類
」
に
屬
す
。

06
「
貞
、
王

2953
沚
0804

2422
从
伐
巴
0304
方
、
帝
受
我
又
（
合
集
六
四
七
三
正

＝
乙
三
七
八
七
）」

當
該
卜
辭
の
「
巴
方
」
と
い
う
敵
國
征
伐
の
戰
勝
を
求
め
る
卜
辭
で
あ
る
。「
沚

」
と
い
う
將
軍
に
從
っ
て
か
、
あ
る
い
は
こ
の
者
を
從
え
て
、「
王
」
が
軍
事

行
動
を
起
こ
す
場
合
を
問
う
。
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
、「
賓
一
大
類
」
の
「
過

渡
②
類
」
に
屬
す
。

07
「
貞
、
王
从

伐
巴
0304
方
、
帝
受
又
（
合
集
六
四
七
四
＝
丙
二
五
）」

當
該
卜
辭
は
06
卜
辭
に
ほ
ぼ
お
な
じ
內
容
。
字
體
（
崎
川
分
類
）
も
お
な
じ
く

「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。

08
「
丙
辰
卜
爭
貞
、
沚

啓
王
从
、
帝
若
受
我
又
（
合
集
七
四
四
〇
正
＝
丙

四
〇
九
）」

09
「
貞
、
沚

啓
王
勿
从
、
帝
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
同
右
）」

10
「
丙
辰
卜
爭
貞
、
王
往
省
0613
从
西
、
若
（
同
右
）」

11
「
貞
、
王
勿
往
省
、
不
若
（
同
右
）」

08
と
09
の
兩
卜
辭
は
、「
沚

」
と
い
う
將
軍
が
先
驅
け
と
な
り
「
王
」
が
こ

れ
に
從
う
場
合
、「
帝
」
が
許
諾
し
、「
帝
」
の
祐
助
が
あ
る
か
を
問
う
。
ま
た
、

10
と
11
の
兩
卜
辭
は
、「
王
」
が
西
方
に
「
往
省
」
す
る
場
合
の
「
帝
」
の
許
諾

を
占
う
。「
往
省
」
と
は
、
軍
事
的
目
的
で
の
視
察
の
意
味
と
し
て
お
く
。
こ
れ

ら
同
版
の
四
卜
辭
の
內
容
は
、
如
實
な
征
伐
を
意
圖
す
る
の
で
は
な
く
、
征
伐
手

前
の
狀
況
を
反
映
し
た
卜
辭
と
解
せ
ら
れ
る
。
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
い
ず
れ
も

「
賓
一
大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。

12
「
己
未
…
貞
、
旨
0013
…
千
若
于
帝
又
（
合
集
一
四
一
九
九
正
＝
丙

二
一
二
）」

13
「
貞
、
旨
…
不
…
若
于
帝
又
（
同
右
）」

こ
の
12
と
13
の
二
卜
辭
の
「
旨
」
は
の
ち
の
「
旨
方
」
で
、
國
名
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、白
川
靜
博
士
に
「
召
方
考
」（『
甲
骨
金

學
論
叢
（
第
二
集
）』

一
九
五
五
年
）
が
あ
る
。
反
面
（
丙
二
一
三
）
に
「〔
王
〕
…
吉
…
旨
循
2306
…

2188
若
…
帝
…
」
と
あ
り
、「
旨
」
に
對
す
る
、「
王
」
の
何
ら
か
の
政
治
的
行
動
に

「
帝
」
の
祐
助
が
承
諾
さ
れ
た
と
い
う
「
吉
」
の
占
い
結
果
を
得
た
ら
し
い
。
字

體
（
崎
川
分
類
）
は
、「
賓
一
大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。

14
「
貞
、

稱
册
、
王
薛
2497
、
帝
若
（
合
集
七
四
〇
七
＝
乙
一
三
九
九
＋
乙

一
七
一
〇
）」

15
「
貞
、
王
薛

、
帝
□
若
（
同
右
）」

16
「
貞
、
王
勿
从

、
帝
若
（
同
右
）」

こ
れ
ら
14
〜
16
の
三
卜
辭
の
前
二
例
が
對
に
な
り
、
三
卜
辭
目
の
對
貞
と
し

て
「
貞
、
王
勿
从
…
」
が
あ
る
が
、「
帝
」
は
缺
落
し
て
い
る）

9
（

。
字
體
（
崎
川
分

類
）
は
い
ず
れ
も
「
賓
一
大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。
島
邦
男
說
は
、
前

二
例
の
卜
辭
を
「
帝
の
許
諾
を
卜
す
る
例
」
の
「
稱
册
」
と
し
て
と
り
あ
げ
、

「
沚

は
殷
に
屬
す
る
西
方
の
諸
伯
の
一
人
で
あ
り
、
稱
册
は
書
册
に
よ
つ
て
王

に
進
言
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
之
は
王
が
沚

の
進
言
に
從
へ
ば
帝
の
許
諾
が
得

ら
れ
る
か
否
か
を
卜
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
同
版
の
16
卜
辭
と
ほ
ぼ
同
じ
內

容
と
み
て
「
薛
は
从
の
假
借
」
と
す
る）
10
（

。
類
似
の
卜
辭
に
「
乙
卯
卜
爭
貞
、
沚

稱
册
、
王
从
伐
土
方
受
有
又
（
合
集
六
〇
八
七
正
＝
簠
征
三
六
）」
と
あ
り
、
あ

る
い
は
「
戊
午
卜
賓
貞
、
王
从
沚

伐
土
方
受
有
又
（
合
集
六
四
一
七
正
＝
後
上

一
七
・
五
）」
と
あ
り
、「
王
」
は
「
沚

」
と
と
も
に
、
敵
國
「
土
方
」
を
征
伐
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三
二

し
、
軍
事
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
、
當
該
三
卜
辭
も
戰
爭

關
連
と
判
斷
し
、「
帝
」
の
許
諾
を
求
め
た
卜
辭
と
し
て
お
く
。

以
上
が
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
で
「
帝
」
を
ふ
く
む
卜
辭
で
あ
る
。
征
伐

す
る
方
國
に
は
「
馬
方
」
と
「
巴
方
」
と
「
旨
方
」
が
あ
る
。
字
體
（
崎
川
分
類
）

は
、一
例
の
み
「
師
賓
間
大
類
」
の
「
過
渡
①
類
」
に
屬
し
、他
は
い
ず
れ
も
「
賓

一
大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。
な
お
、「
下
上
」
を
ふ
く
む
Ｙ
Ｈ
一
二
七

出
土
卜
辭
例
の
內
容
は
、
祭
祀
關
連
で
あ
り
、
征
伐
の
許
諾
や
戰
爭
の
祐
助
を
求

め
る
明
確
な
卜
辭
例
は
、
み
ら
れ
な
い
（
第
三
節
で
述
べ
る
）。

要
す
る
に
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
例
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
當
時
の
戰
爭
が

「
帝
」
の
管
轄
下
に
の
み
お
か
れ
て
お
り
、「
下
上
」
に
征
伐
の
許
諾
を
求
め
る

例
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
國
を
征
伐
す
る
權
限
は
、「
帝
」
の

み
に
あ
り
、
戰
勝
は
一
元
的
に
「
帝
」
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ⅱ

Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
以
外
の
龜
甲
版
例
（「
帝
」
例
と
「
下
上
」
例
）

つ
ぎ
に
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
以
外
の
龜
版
で
、「
帝
」
と
「
下
上
」
を
ふ
く
む
戰

爭
許
諾
關
連
卜
辭
を
と
り
上
げ
た
い
。

「
帝
」
の
例
は
、
つ
ぎ
の
一
例
が
あ
る
。

17
「
…
伐

0738
方
帝
受
我
又
（
合
集
六
二
七
三
＝
林
一
・
一
一
・
一
三
）」

「

方
」
は
、
殷
に
と
っ
て
激
し
い
戰
爭
の
相
手
で
あ
り
、「
典
型
賓
組
」
の
字

體
の
甲
骨
版
に
頻
見
す
る
西
方
の
敵
國
で
あ
る
。
硏
究
も
進
ん
で
お
り
、
胡
厚
宣

「
殷
代

方
考
」（『
甲
骨
學
商
史
論
叢
初
集
』
第
二
册
、
成
都
・
齊
魯
大
學
國
學

硏
究
所
專
刊
、
一
九
四
四
年
）
は
、
三
二
六
條
の
卜
辭
を

羅
す
る
。「

方
」

の
み
え
る
卜
辭
は
こ
れ
ほ
ど
多
い
が
、
し
か
し
、「
帝
受
又
」
の
み
え
る
卜
辭
は
、

龜
材
で
は
こ
の
例
の
み
で
あ
る
。精
緻
な
字
體
分
類
の
崎
川
說
で
は「
賓
一
大
類
」

の「
過
渡
②
類
」と
さ
れ
、Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
と
同
類
に
な
る
。と
す
れ
ば
、

同
一
の
刻
手
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た
龜
版
が
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
に
埋
藏
さ
れ
る
も
の
ば

か
り
で
は
な
く
、別
處
に
埋
藏
も
し
く
は
保
管
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「

方
」
を
占
っ
て
い
る
た
め
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
理
由
で
、
出
土
地
點
が

別
に
な
っ
た
ら
し
い
。

「
下
上
」
の
例
は
、
つ
ぎ
の
通
り
七
例
み
ら
れ
、「
下
上
若
（
諾
）」「
受
又
（
授

祐
）」
の
用
語
と
と
も
に
み
え
る
。

18
「
己
卯
卜
렗
貞
、

方
出
、
王
自
正
（
征
）、
下
上
若
（
諾
）、
受
我
…
（
合

集
六
〇
九
八
＝
柏
二
・
五
）」

當
該
卜
辭
の
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
、「
典
賓
大
類
」
の
「
典
型
賓
組
」
に
屬
す
。

19
「〔
己
？
〕
酉
卜
貞
、
王
正
（
征
）

方
、
下
上
若
（
諾
）、
受
我
又
一
月

（
合
集
六
三
二
二
＝
鐡
二
四
四
・
二
）」

20
「
貞
、
勿
正
（
征
）

方
、
下
上
若
（
諾
）、
不
我
其
受
又
（
同
右
）」

兩
卜
辭
の
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
、「
典
型
賓
組
」
に
屬
す
。

21
「
…

□
〔
下
〕
上
弗
〔
若
〕（
人

六
九
二
）

當
該
卜
辭
は
腹
甲
の
小
斷
片
で
、傳
・
王
國
維
蒐
集
甲
骨
と
さ
れ
る）
11
（

。『
合
集
』

に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
字
體
は
、
他
例
と
比

し
て
「
典
型
賓
組
」
に
屬
す

と
推
定
さ
れ
る
。
貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
兩
氏
は
當
該
卜
辭
を
「
貞
、
勿
隹
王
正

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
受
又
（
續
三
・
三
・
二
）」
同
樣
の
卜
辭
の
斷
片
と
す

る）
12
（

。
こ
の
說
に
し
た
が
う
。

22
「
…
者
王
…
伐
土
…
、下
上
若
（
諾
）
…
我
…
（
合
集
六
四
二
八
＝
存
一
・

五
九
三
）」



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

三
三

當
該
卜
辭
の
「
伐
土
」
は
「
土
方
」
を
征
伐
す
る
意
味
で
あ
る
。
字
體
（
崎
川

分
類
）
は
、「
典
型
賓
組
」
に
屬
す
。

23
「
…
貞
…
方
出
…
勿
自
…
見
、
下
上
…
示
…
（
合
集
六
八
〇
四
＝
鐡

五
〇
・
二
）」

當
該
卜
辭
の
「
示
」
以
下
、當
該
卜
辭
に
ふ
く
ま
れ
る
か
否
か
不
明
。
字
體
（
崎

川
分
類
）
は
、「
典
型
賓
組
」
に
屬
す
。

24
「
…
危
3272
、
下
上
若
（
合
集
八
四
九
八
＝

二
・
二
七
六
）」

當
該
卜
辭
の
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
、「
賓
一
大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。

ま
た
「
危
」
は
「
下
危
」
も
し
く
は
「
危
方
」
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
例
に
、「
辛
酉
卜
렗
貞
、
今
者
王
从
望
乘
伐

下
危
、
受
됭
又
（
合
集
六
四
八
二
正
＝
丙
一
二
）」
と
あ
り
、
字
體
（
崎
川
分
類
）

は
、「
賓
一
大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
に
屬
し
、
當
該
卜
辭
と
お
な
じ
で
あ
る
。

ほ
ぼ
同
內
容
の
卜
辭
、
も
し
く
は
關
連
卜
辭
が
丙
一
二
〜
丙
三
一
ま
で
十
一
版
み

ら
れ
、
さ
ら
に
「
人

三
三
一
（
龜
版
）」
に
ほ
ぼ
同
內
容
が
み
え
る
。
こ
れ
ら

の
卜
辭
に
は
、「
受
됭
又
」
が
、「
帝
」
の
祐
助
か
「
下
上
」
の
そ
れ
か
明
示
し
な

い
が
、「
ⅰ
」
の
項
目
の
檢
討
か
ら
す
る
と
「
帝
」
の
祐
助
、
後
に
と
り
あ
げ
る

「
ⅲ
」
の
項
目
の
檢
討
か
ら
す
る
と
「
下
上
」
の
許
諾
と
祐
助
を
を
求
め
る
も
の

と
な
る
。當
該
の
24
卜
辭
は
、字
體
が
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
例
に
お
な
じ
で
あ
る
が
、

「
帝
」
に
で
は
な
く
、「
下
上
」
に
戰
勝
を
求
め
る
卜
辭
で
あ
る
點
が
、
お
お
き

な
相
違
點
で
あ
り
、こ
れ
が
出
土
地
點
を
異
に
す
る
理
由
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
が
「
帝
」
と
「
下
上
」
の
龜
版
例
で
、
征
伐
す
る
方
國
に
は
「
帝
」
の
場

合
に
は
「

方
」
が
あ
り
、「
下
上
」
の
場
合
に
は
「

方
」
と
「
土
方
」
と
「
危

方
（
下
危
）」
が
あ
る
。
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
、
17
と
24
の
兩
卜
辭
が
、「
賓
一

大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
に
屬
し
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
例
に
近
い
。
他
は
「
典
型

賓
組
」
に
屬
す
。

ⅲ

骨
版
例
（「
帝
」
例
と
「
下
上
」
例
）

つ
ぎ
に
、
出
土
地
點
不
明
の
戰
爭
許
諾
關
連
の
骨
版
で
、「
帝
」
を
ふ
く
む
卜

辭
と
「
下
上
」
を
ふ
く
む
卜
辭
と
を
と
り
あ
げ
た
い
。

先
に
と
り
あ
げ
る
、「
帝
受
又
（
授
佑
）」
の
例
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。
九
例
み
ら

れ
る
が
、
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
、
す
べ
て
「
典
型
賓
組
」
に
屬
す
。

つ
ぎ
の
25
〜
28
卜
辭
は
、「

方
」
征
伐
關
係
で
あ
る
。

25
「
辛
亥
卜
렗
貞
、
伐

方
、
帝
受
…
（
合
集
六
二
七
〇
正
＝
粹
一
〇
七
三

甲
乙
）」

26
「
辛
亥
卜
렗
貞
、
伐

方
、
帝
受
…
（
合
集
六
二
七
一
＝
摭
續
一
四
五
）」

27
「
貞
、
勿
伐

、
帝
不
我
其
受
又
（
合
集
六
二
七
二
＝
前
六
・
五
八
・
四
）」

28
「
…
伐

方
、
帝
受
我
又
（
合
集
六
二
七
三
＝
林
一
・
十
一
・
十
三
＝
通

三
六
九
）」

つ
ぎ
の
29
〜
31
卜
辭
は
、「

0042
方
」
征
伐
關
係
で
あ
る
。

29
「
…
伐

方
、
帝
受
我
…
（
合
集
六
五
四
二
＝
ホ
征
三
四
他
）」

30
「
…
午
卜
렗
貞
、王
伐

、帝
受
我
又
。
一
月
（
合
集
六
五
四
三
＝
存
一
・

六
二
七
）」

31
「
…
王
伐

、
帝
…
（
合
集
六
五
四
九
＝
存
一
・
六
二
六
）」

當
該
卜
辭
は
、「
帝
」
の
下
を
缺
く
が
、
脈
上
、「
帝
受
又
」
の
例
と
し
て
お
く
。

32
「
…
今
者
王
循
2306
方
、
帝
…
我
又
（
合
集
六
七
三
六
＝
粹
一
一
二
八
）」

當
該
卜
辭
の
「
循
」
は
「
循
行
察
視
」
の
意
味
と
し
、「
往
省
」
と
お
な
じ
く
、



殷
代
武
丁
期
卜
辭
に
み
え
る
「
帝
」
と
「
下
上
」

三
四

軍
事
的
目
的
で
の
視
察
の
意
味
と
し
て
お
く
。

33
「
…
午
卜
렗
貞
、今
者
王
循
方
、帝
受
我
…
（
合
集
六
七
三
七
＝
簠
游
一
）」

以
上
、
九
例
は
征
伐
も
し
く
は
「
王
循
方
」
と
の
關
係
で
見
ら
れ
る
「
帝
受
又
」

例
で
あ
る
。
征
伐
す
る
方
國
は「

方
」と「

方
」で
あ
る
。
な
お
、「
帝
若（
諾
）」

と
い
う
表
現
は
、
骨
版
の
例
に
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
龜
版
と
の
違
い

で
あ
り
、
材
質
に
よ
っ
て
占
卜
內
容
あ
る
い
は
表
現
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
ら
し

い
。骨

版
の
「
下
上
若
（
諾
）、
受
又
（
授
佑
）」
例
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。
三
四
例
み

ら
れ
る
が
、
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
典
型
賓
組
」
に
屬
し
、
逐

一
記
さ
な
い
。
例
外
に
つ
い
て
は
卜
辭
ご
と
に
そ
の
字
體
分
類
名
を
記
す
。

34
「
…
沚

稱
册

方
…
王
从
、
下
上
若
受
我
…
（
合
集
六
一
六
〇
）」

35
「
…
沚

稱
册

…
其
敦
1986
卒
1948
、
王
从
、
下
上
若
受
…
（
合
集

六
一
六
一
＝
存
二
・
二
九
三
）」

當
該
卜
辭
の
「
敦
」
は
撻
伐
の
意
味
。
こ
の
場
合
、「

」
が
、「
卒
」
の
土
地

に
進
攻
す
る
こ
と
ら
し
い
。

34
と
35
の
兩
卜
辭
に
み
え
る
「
沚

」
は
、
殷
王
に
敵
國
征
伐
の
進
言
す
る
こ

と
が
お
お
く
、
軍
事
關
連
で
み
え
る
固
有
名
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
三
者

を
戰
爭
許
諾
關
連
の
「
下
上
若
（
諾
）」
例
と
す
る
。
06
卜
辭
な
ど
を
參
照
。

36
「
癸
酉
卜
、
爭
貞
、
王
勿
逆

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
…
（
合
集

六
二
〇
一
＝
存
二
・
二
九
〇
）」

37
「
癸
酉
卜
、
爭
貞
、
王
勿
逆
伐

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
…
（
合
集
六
二
〇
二

＝
戩
一
一
・
一
三
）」

36
卜
辭
は
「
伐
」
を
略
す
が
、
右
卜
辭
同
樣
、「
逆
伐
」
の
意
味
で
、
兩
卜
辭

は
ほ
ぼ
同

で
あ
る
。「

方
」
の
進
攻
を
迎
え
擊
つ
と
き
の
、「
下
上
」
の
承
諾

と
戰
勝
を
求
め
た
內
容
で
あ
る
。

38
「
辛
未
卜
、
렗
貞
、
王
勿
逆
伐

方
、
下
上
弗
…
（
合
集
六
二
〇
三
＝
後

上
一
七
・
三
）」

39
「
辛
未
卜
、
렗
貞
、
王
勿
逆
伐

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
。
六
月

（
合
集
六
二
〇
四
正
反
＝
簠
地
四
二
）」

當
該
卜
辭
は
38
卜
辭
と
同

で
あ
り
、
兩
者
と
も
に
、
同
版
に
鄰
接
し
て
、
つ

ぎ
の
日
の
占
い
と
推
定
さ
れ
る
卜
辭
「
壬
申
卜
렗
貞
、
于
河
匄

方
」
が
あ
り
、

「
河
」
に
「

方
」
征
伐
を
祈
求
す
る
占
い
が
み
え
る）
13
（

。

40
「
辛
亥
卜
、
렗
貞
、
勿
隹
王
往
伐

方
…
（
合
集
六
二
二
〇
＝
後
上

一
六
・
一
二
）」

41
「
貞
、
勿
隹
王
往
伐

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
同
右
）」

兩
卜
辭
は
一
對
の
貞
卜
で
あ
る
。「
下
上
弗
若
、不
我
其
受
又
」
と
あ
る
の
は
、

「

方
」
を
「
往
伐
（
攻
擊
）」
す
る
こ
と
の
許
諾
と
戰
勝
を
、「
下
上
」
に
求
め

る
用
語
で
あ
る
。

42
「
…
勿
隹
王
往
伐

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
…
（
合
集
六
二
二
一
）」

43
「
乙
亥
卜
、
렗
貞
、
王
…
伐

方
、
下
上
若
…
（
合
集
六
二
二
二
正
＋
合

補
二
一
一
九
）」

當
該
卜
辭
版
の
反
面
に
「
王
占
2243
曰
、
其
됭
設
0949
其
隹
丁
…
」
と
あ
り
、

「
伐

方
」
と
の
關
連
で
「
設
」
と
い
う
前
兆
が
あ
っ
た
ら
し
い）
14
（

。
な
お
、
合

集
六
二
二
二
正
反
と
合
補
二
一
一
九
の
綴
合
は
、
蔡
哲
茂
『
甲
骨
綴
合
續
集
』

三
六
六
（

津
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
る
。

つ
ぎ
の
44
〜
55
の
一
二
例
は
、「

方
」
征
伐
關
係
で
あ
る
。
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44
「
貞
、
勿
隹
王
正
0821
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
合
集

六
三
一
四
＝
佚
一
八
）」

當
該
卜
辭
か
ら
53
卜
辭
ま
で
、
虛
詞
「
勿
・
弗
・
不
」
が
用
い
ら
れ
、

の
構

成
が
複
雜
で
あ
る
が
、

意
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。「
王
」
が
「

方
」
を
征
伐
し

な
い
（
と
す
る
と
）、「
下
上
」
が
許
さ
ず
、（
し
た
が
っ
て
）「
我
」
は
祐
助
を
受

け
な
い
で
し
ょ
う
か
、と
な
る
。「

方
」
征
伐
の
正
當
性
と
戰
勝
を
、婉
曲
に
「
下

上
」
に
求
め
て
い
る
。

45
「
…
丑
卜
、
렗
貞
、
勿
隹
王
正
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
…

（
合
集
六
三
一
五
＝
林
二
・
九
・
六
）」

46
「
…
勿
隹
王
正
（
征
）
…
﹇

﹈
方
、下
上
弗
若
、…
我
其
…
又
（
同
右
）」

當
該
卜
辭
は
、「

方
」
の
例
と
し
て
お
く
。「
方
」
の
前
を
缺
落
す
る
が
、
45

卜
辭
の
對
貞
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
缺
字
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

47
「
癸
丑
卜
、
렗
貞
、
勿
隹
王
正
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又

（
合
集
六
三
一
六
＝
簠
征
一
五
ほ
か
＝
佚
一
一
六
＝
續
三
・
三
・
二
）」

48「
癸
丑
卜
、렗
貞
、勿
隹
王
正（
征
）
方
、下
上
弗
若
、不
我
其
…（
同
右
）」

49
「
癸
丑
卜
、
렗
貞
、
勿
隹
王
正
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又

（
合
集
六
三
一
七
）」

50
「
貞
、
勿
隹
王
正
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
同
右
）」

45
卜
辭
か
ら
當
該
50
卜
辭
版
の
三
版
六
卜
辭
は
、
同
日
に
占
わ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。51

「
庚
申
卜
、
렗
貞
、
王
勿
正
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
…
（
合
集

六
三
一
九
＝
存
一
・
五
七
三
＝
後
上
一
六
・
八
）」

52
「
庚
申
卜
、
렗
貞
、
王
勿
正
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
合

集
六
三
二
〇
＝
前
五
・
二
二
・
二
）」

53
「
庚
申
卜
、
렗
貞
、
王
勿
正
（
征
）

方
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
合

集
六
三
二
一
）」

51
卜
辭
か
ら
當
該
53
卜
辭
版
の
三
卜
辭
は
、同
日
に
占
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

54
「
…

方
、
下
上
若
、
受
我
又
。
五
月
（
英
國
五
五
三
正
＝
金
三
八
九
）」

55
「
…

方
、
下
上
若
、
受
我
又
（
同
右
）」

つ
ぎ
の
56
卜
辭
〜
60
卜
辭
の
五
例
は
、「
下
危
」
征
伐
關
係
で
あ
る
。

56
「
…
作
3227
从
望
0653
乘
0239
伐
下
危
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
合
集

六
五
〇
五
正
）」

當
該
卜
辭
か
ら
60
卜
辭
に
み
え
る
「
作
」
は
治
作
の
意
味
と
さ
れ
る
が
、

字

の
構
成
に
「
玉
」
が
あ
り
、
玉
に
細
工
す
る
こ
と
が
も
と
の
意
味
ら
し
い
。
字
體

（
崎
川
分
類
）
は
、「
賓
一
大
類
」
の
「
過
渡
②
類
」
と
す
る
。「
不
」
の
字
形
か

ら
判
定
す
る
と
典
賓
類
の
可
能
性
も
あ
る
。

57
「
貞
、
今
者
王
勿
作
从
望
乘
伐
下
危
、
下
上
弗
若
、
不
我
其
受
又
（
合
集

六
五
〇
六
＝
前
五
・
二
五
・
三
＋
林
一
・
四
・
七
な
ど
）」

當
該
卜
辭
は
、「
王
」
が
「
望
乘
」
と
と
も
に
「
下
危
」
の
征
伐
に
乘
り
出
さ

な
い
場
合
、「
下
上
」
に
許
諾
さ
れ
ず
、
ま
た
戰
勝
の
祐
助
も
授
け
ら
れ
な
い
、

と
い
う
婉
曲
な
占
い
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
下
危
」
征
伐
の
正
當
性
と
戰
勝
を

求
め
る
卜
辭
で
あ
る
。

58
「
己
未
卜
亘
貞
、
今
者
王
作
从
望
乘
伐
下
危
、
下
上
若
、
其
受
…
（
英
國

五
八
七
＝
庫
一
五
五
四
＋
庫
一
五
九
二
）」

59
「
貞
、今
者
王
勿
作
从
望
乘
伐
下
危
、下
上
弗
若
、不
我
其
受
又
（
同
右
）」

60
「
貞
、
今
者
王
勿
作
从
望
乘
伐
下
危
、
下
上
弗
…
（
英
國
五
八
八
＝
庫



殷
代
武
丁
期
卜
辭
に
み
え
る
「
帝
」
と
「
下
上
」

三
六

一
六
一
四
）」

61
「
辛
巳
卜
、
렗
貞
、
今
者
王

从
伐
土
方
、
下
上
弗
若
、
受
…
（
合
集

六
四
一
八
）」

當
該
卜
辭
は
、「
土
方
」
と
い
う
敵
國
を
、「
王
」
が
「

」
と
と
も
に
攻
擊

す
る
場
合
の
「
下
上
」
の
許
諾
と
祐
助
を
求
め
る
內
容
で
あ
る
。「

」
は
「
沚

」
に
お
な
じ
。

「
土
方
」
征
伐
關
係
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

62
「
…
沚

…
下
上
若
…
（
合
集
一
四
二
六
一
＝
林
一
・
三
〇
・
六
）」

63
「
…
沚

…
下
上
若
…
（
合
集
一
四
二
六
二
＋
合
補
二
〇
五
一
）

64
「
甲
午
卜
렗
貞
、沚

…
从
、下
上
若
受
我
…
（
合
集
三
九
五
八
＝
存
一
・

六
八
七
）」

當
該
卜
辭
に
つ
い
て
『
類
纂
』
は
「
甲
午
卜
렗
貞
、
沚

」
を
別
卜
辭
と
す
る

が
、
島
邦
男
『
綜
類
』
の
讀
み
に
し
た
が
う
。

62
〜
64
卜
辭
の
三
例
に
み
え
る
「
沚

」
は
、
將
軍
と
し
て
「
王
」
と
と
も
に

行
動
す
る
こ
と
が
よ
く
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
軍
事
關
係
と
し
て
お
く
。

65
「
…
稱
册
王
从
、下
上
若
受
我
又
（
合
集
七
四
二
八
＝
前
四
・
三
七
・
六
）」

「
稱
册
」
の
例
に
、
14
卜
辭
な
ど
の
よ
う
に
、
軍
事
行
動
の
進
言
が
み
ら
れ
る

例
の
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
當
該
卜
辭
を
そ
れ
に
準
ず
る
例
と
し
て
お
く
。

66
「
己
巳
卜
、
렗
貞
、
勿
…
好
呼
从
沚

…
下
上
若
受
我
…
（
合
集

七
五
〇
二
＝
前
四
・
三
八
・
一
）」

當
該
卜
辭
は
「
好
」
が
「
沚

」
と
と
も
に
何
ら
か
の
軍
事
行
動
を
起
こ
す
場

合
に
、「
下
上
」
の
許
諾
な
ど
を
求
め
る
占
い
ら
し
い
。「
好
」
は
「
帚
好
」
の
こ

と
ら
し
い
。「
沚

」は
固
有
名
で
將
軍
と
し
て
み
え
る
。
字
體（
崎
川
分
類
）は「
典

型
賓
一
類
」
と
す
る
。「
好
」
が
み
え
た
り
、字
體
が
「
典
型
賓
一
類
」
と
す
る
と
、

「
下
上
若
」
關
連
卜
辭
と
し
て
は
珍
し
く
、
こ
の
種
の
骨
版
例
と
し
て
は
古
い
類

に
な
る
。

67
「
貞
、
王

望
…
下
上
若
、
受
我
…
（
合
集
七
五
三
二
＝
存
二
・
三
三
一
）」

當
該
卜
辭
の
「
望
」
は
「
望
乘
」
と
解
し
て
征
伐
關
係
と
し
て
お
く
。

以
上
、骨
版
の
「
帝
受
又
」
例
は
七
例
で
、征
伐
す
る
方
國
に
は
「

方
」
と
「

方
」が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、骨
版
の「
下
上
若
」「
下
上
受
又
」例
は
、三
七
例
あ
り
、

征
伐
す
る
方
國
に
は
「

方
」
と
「
下
危
」
と
「
土
方
」
な
ど
が
み
ら
れ
た
。
字

體
（
崎
川
分
類
）
は
例
外
（
56
卜
辭
と
66
卜
辭
）
を
除
い
て
す
べ
て
「
典
型
賓
組
」

に
屬
す
。

と
り
わ
け
、「

方
」
關
係
は
三
七
例
中
、二
五
例
み
ら
れ
、「
帝
受
又
」
が
三
例
、

「
下
上
若
・
受
又
」
關
係
が
二
二
例
に
の
ぼ
り
、
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
例
外
な

く
す
べ
て
「
典
型
賓
組
」
に
屬
す
。

三
「
下
上
」
と
は
何
か

戰
爭
の
許
諾
と
祐
助
を
求
め
る
對
象
と
し
て
み
ら
れ
る
「
下
上
」
が
、「
典
型

賓
組
」
に
多
見
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
と
り
あ
げ
た
諸
例
か
ら
明
々
白
々

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
（
第
二
節
の
ⅰ
參
照
）、
Ｙ
Ｈ

一
二
七
出
土
龜
版
に
み
え
る
「
下
上
」
に
は
、
明
確
な
戰
爭
關
係
と
し
て
は
現
れ

な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
權
能
も
し
く
は
性
格
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
、
つ
ぎ
に
檢
討
し
た
い
。

Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
龜
版
の
、「
王
疾
」
に
か
か
わ
る
例
を
と
り
あ
げ
る
。

「
下
上
」
が
「
帝
」
と
同
位
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
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68
「
貞
、
不
隹
下
上
肇
2397
王
疾
（
合
集
一
四
二
二
二
正
甲
＝
乙
七
六
九
九
・

八
〇
六
九
ほ
か）
15
（

）」

當
該
卜
辭
の
「
下
上
肇
王
疾
」
は
、「
下
上
が
王
疾
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

69
「
貞
、
隹
帝
肇
王
疾
（
合
集
一
四
二
二
二
正
丙
＝
同
右）
16
（

）」

當
該
卜
辭
の
「
帝
肇
王
疾
」
は
、「
帝
が
王
疾
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

68
と
69
の
兩
卜
辭
は
そ
れ
ぞ
れ
「
王
疾
」
が
、「
帝
」
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ

と
も
「
下
上
」
に
よ
る
も
の
か
を
問
う
。「
王
疾
」
を
與
え
た
主
體
に
「
帝
」
と

同
位
の
も
の
と
し
て
「
下
上
」
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
兩
卜
辭
の
字
體
（
崎
川
分

類
）
は
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。

つ
ぎ
は
、「
奏
循
」
と
い
う
祭
祀
の
許
諾
を
「
下
上
」
に
問
う
例
で
あ
る
。

70
「
己
卯
卜
렗
貞
、
됭
奏
1534
循
、
下
上
若
（
合
集
七
二
三
九
正
反
＝
乙

四
〇
六
五
）」

71
「
己
卯
卜
…
貞
、
됭
奏
循
、
下
上
弗
若
（
同
右
）」

70
と
71
の
兩
卜
辭
の
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。「
奏
循
」

に
つ
い
て
、「
奏
」
は
祭
祀
用
語
で
、「
循
」
に
は
祭
祀
用
語
の
ほ
か
、
巡
行
視
察

の
意
味
も
あ
る
が
、「
奏
」
と
連
語
で
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
巡
行
視
察
と
は
斷
定

で
き
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
は
一
應
、
祭
祀
の
意
味
と
し
て
お
く
。

つ
ぎ
は
、「
王
出
（
王
の
外
出
）」
に
つ
い
て
、「
下
上
」
が
災
厄
を
下
す
と
の

占
斷
の
み
え
る
例
で
あ
る
。

72
「
王
占
2243
曰
、
勿
出
、
下
上

1838
、
隹
됭

（
合
集
一
一
〇
一
八
反
＝
丙

二
〇
二）
17
（

）」

當
該
卜
辭
は
占
辭
で
あ
る
。「

」
に
つ
い
て
、
諸
說
あ
る
が
、

脈
か
ら
「
禍

患
」
の
意
味
と
し
て
お
く
。
こ
の
占
辭
の
右
に
「
貞
、
今
日
王
出
」
と
の
命
辭
が

み
え
、

意
は
大
體
つ
ぎ
の
と
お
り
。
王
の
晝
間
の
外
出
を
占
っ
た
と
こ
ろ
、「
下

上
」
に
よ
る
災
厄
が
あ
り
外
出
禁
止
と
の
占
斷
が
な
さ
れ
た
、
と
な
る
。
な
お
、

卜
辭
の
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。

つ
ぎ
は
、
祭
祀
犧
牲
に
つ
い
て
「
下
上
」
に
問
う
例
で
あ
る
。

73
「
貞
王

3153
…
屯
3275
不
若
左
于
下
上
（
合
集
八
〇
九
正
反
＝
丙
五
二
三
・

五
二
四
）」

74
「
貞
王

多
屯
左
若
于
下
上
（
同
右
）」

73
と
74
の
兩
卜
辭
は
一
對
の
貞
卜
で
あ
る
。「

」
は
、
辮
髮
の
頭
を
斬
り
と

ら
れ
た
夷
狄
を
か
た
ど
り
、
用
牲
の
一
方
法
と
さ
れ
る
。
な
お
、
一
說
に
「
伐
」

に
お
な
じ
と
す
る
說
が
あ
り
、
こ
の
「
伐
」
を
征
伐
の
意
味
に
と
る
と
、
戰
爭
許

諾
關
係
の
一
例
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。「
多
屯
」
に
つ
い
て
、「
屯
」
は
方
國
名

も
し
く
は
氏
族
名
と
さ
れ
、「
屯
」
の
諸
族
を
指
す
ら
し
い
。
字
體
（
崎
川
分
類
）

は
、「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。
こ
こ
の
「
左
若
于
下
上
」
も
し
く
は
「
若
左
于
下
上
」

の
意
味
は
、「
下
上
」
か
ら
許
諾
さ
れ
祐
助
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
問
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
兩
卜
辭
に
對
應
し
て
反
面
に
占
辭
が
あ
り
、
張
秉
權
說
は
「
王
占
曰
、
勿

若
」
と
讀
み
、
張
惟
捷
說
は
「
王
占
曰
、
吉
、
若
」
と
讀
む）
18
（

。
卜
辭
の
字
體
（
崎

川
分
類
）
は
「
過
渡
②
類
」
に
屬
す
。

つ
ぎ
は
、
右
の
卜
辭
同
樣
、
祭
祀
犧
牲
に
つ
い
て
問
う
が
、「
下
上
」
の
み
な

ら
ず
「
下
乙
」
に
問
う
例
で
あ
る
。「
帝
」
權
限
の
一
部
委
讓
に
關
連
し
て
、
さ

ら
に
「
下
乙
」
が
み
ら
れ
る
希
有
の
例
で
あ
る
。

75
「
丙
寅
卜
亘
貞
、
王

多
屯
、
若
于
下
上
（
合
集
八
〇
八
正
反
＝
乙
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八

四
一
一
九
＋
乙
四
一
二
五
ほ
か）
19
（

）」

76
「
貞
王

多
屯
若
于
下
乙
（
同
右
）」

75
と
76
の
兩
卜
辭
は
一
對
の
貞
卜
で
あ
る
。「
下
乙
」
が
、「
下
上
」
と
と
も
に

「
帝
」
權
限
の
一
部
委
讓
に
關
連
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
卜
辭
內

容
は
、「
王

多
屯
」
と
い
う
「
王
」
の
行
爲
（「
多
屯
」
を
祭
祀
犧
牲
に
す
る
方
法
）

に
つ
い
て
、「
下
上
」に
し
た
が
う
か
、そ
れ
と
も「
下
乙
」に
し
た
が
う
か
を
問
う
。

「
下
乙
」
は
祖
乙
の
こ
と
で
、
胡
厚
宣
は
「
大
乙
（
湯
王
）」
に
對
す
る
稱
ら
し

い
と
す
る）
20
（

。
第
十
四
代
の
殷
王
で
、『
史
記
』
卷
三
殷
本
紀
に
は
「
帝
祖
乙
立
、

殷
復
興
」
と
み
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、「
帝
」
と
「
下
上
」
お
よ
び
「
下
乙
」
の
三
者
が
、「
王
」
の

疾
病
を
引
き
起
こ
し
た
り
、「
王
」
の
祭
儀
な
ど
に
許
諾
を
與
え
る
立
場
に
あ
っ

た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、「
帝
」
の
側
近
に
は
、
こ
う
し
た
立

場
の
神
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
祖
先
神
が
「
帝
」
に
近
づ
き
、
下
位

の
祖
先
神
が
上
位
の
祖
先
神
に
近
づ
く
手
段
が
、占
い
の
形
で
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

77
「
貞
、
成
賓
于
帝
（
合
集
一
四
〇
二
正
＝
丙
三
九）
21
（

）」

78
「
甲
辰
卜
렗
貞
、
下
乙
賓
于
成
（
同
右
）」

と
あ
り
、「
成
」
を
「
帝
」
に
配
し
祭
る
こ
と
を
問
い
、「
下
乙
」
を
「
成
」
に
配

し
祭
る
こ
と
を
問
う
て
い
る）
22
（

。「
成
」
は
初
代
殷
王
の
「
大
乙
（
唐
）」
す
な
わ
ち

湯
王
の
こ
と
で
あ
り
、「
下
乙
」
は
第
十
四
代
殷
王
で
あ
る
。「
下
乙
」
に
現
世
の

「
王
」
に
何
ら
か
の
命
令
を
下
す
、
あ
る
い
は
何
ら
か
を
許
諾
す
る
權
限
が
付
與

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
當
然
、「
下
乙
」
の
上
位
に
あ
る
「
成
」
に
も
同
等
か
、
そ

れ
以
上
の
權
限
が
付
與
さ
れ
な
け
れ
ば
、
右
の
「
下
乙
賓
于
成
」
の
卜
辭
內
容
に

そ
ぐ
わ
な
い
。
胡
厚
宣
の
い
う
よ
う
に
「
下
乙
」
が
「
大
乙
（
湯
王
）」
に
對
す

る
稱
と
す
る
と
、「
下
乙
」
の
み
え
る
76
卜
辭
の
對
貞
（
75
卜
辭
）
の
「
下
上
」

の
「
上
」
は
「
上
乙
（
大
乙
）」
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
、「
上
乙
」
單
獨
で
の
用
語
が
卜
辭
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い）
23
（

。
し
か

し
な
が
ら
、「
下
乙
」
の
對
槪
念
と
し
て
「
上
乙
」
が
、
當
時
の
人
々
に
よ
っ
て

想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
下
上
」
の
「
上
」
が
「
上
乙
」
を
指
し
、
初
代
殷

王
の
「
成
（
大
乙
）」
を
意
味
す
る
と
す
る
と
、
初
代
殷
王
が
敵
國
征
伐
の
許
諾

を
與
え
る
立
場
と
し
て
、
當
時
の
人
々
に
理
解
さ
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な

い
。
夏
の
桀
王
を
征
伐
し
殷
王
朝
を
開
い
た
の
が
湯
王
（「
成
」）
で
あ
り
、「
成
」

が
「
帝
」
に
「
賓
」
せ
ら
れ
る
こ
と
が
占
わ
れ
、
し
か
も
「
下
乙
」
の
上
位
に
位

置
す
る
存
在
と
な
れ
ば
、
征
伐
の
許
諾
を
與
え
る
立
場
と
し
て
は
適
任
に
ち
が
い

な
い
。

ま
た
、同
樣
に
「
下
上
」
の
「
下
」
が
「
下
乙
」
を
指
し
、第
十
四
代
殷
王
の
「
祖

乙
」
を
意
味
す
る
と
す
る
と
、
殷
を
「
復
興
」
さ
せ
た
王
と
し
て
（『
史
記
』
卷

三
殷
本
紀
）、こ
の
者
も
征
伐
の
許
諾
を
與
え
る
立
場
と
し
て
は
適
任
と
い
え
る
。

ま
た
、「
下
乙
」
は
「
成
」
に
「
賓
」
せ
ら
れ
る
立
場
か
ら
、「
帝
」
に
「
賓
」

せ
ら
れ
る
立
場
に
『
昇
格
』
し
た
可
能
性
が
あ
る
。「
成
」
と
同
格
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

79
「
貞
、
下
乙
﹇
賓
﹈
于
帝
（
合
集
一
四
〇
二
正
＝
丙
三
九
）」

80
「
貞
、
下
乙
不
賓
于
帝
（
同
右
）」

と
あ
り
、
直
前
に
引
用
し
た
77
と
78
の
兩
卜
辭
と
同
版
に
み
え
る
。
い
ず
れ
も
命

辭
で
あ
る
し
、
占
辭
や
驗
辭
は
み
ら
れ
な
い
が
、
胡
厚
宣
の
考
察
に
し
た
が
い

「
帝
」
と
同
等
の
權
能
を
も
つ
者
と
し
て
「
下
乙
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
理
解



立
命
館
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學
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靜
記
念
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化
硏
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所
漢
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號
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す
る
と）
24
（

、こ
の
問
い
か
け
で
あ
る
命
辭
は
、是
認
さ
れ
、「
下
乙
」
は
「
帝
」
に
「
賓
」

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
帝
」
と
「
成
（
大
乙
）」
と
「
下
乙
」
は
、
同
等
の
權
能
を
も

つ
立
場
に
あ
り
、
と
り
わ
け
、「
下
乙
」
が
單
獨
で
權
能
を
行
使
し
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。「
上
下
」
で
は
な
く
「
下
上
」
と
い
う
用
語
が
常
用
さ
れ
て
い
る

所
以
で
あ
ろ
う
。

「
下
上
」
が
「
王
疾
（
王
の
疾
病
）」
や
「
王
出
（
王
の
外
出
）」
や
祭
儀
な
ど

に
許
諾
を
與
え
る
立
場
と
、
敵
國
征
伐
の
許
諾
と
祐
助
を
與
え
る
立
場
は
、
原
則

と
し
て
お
な
じ
で
あ
る
。

以
上
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
龜
版
に
み
え
る
「
下
上
」
な
ら
び
に
「
下
乙
」
の
み

え
る
卜
辭
、
そ
し
て
「
帝
」
の
權
能
と
の
關
連
す
る
卜
辭
を
檢
討
し
た
と
こ
ろ
、

「
下
上
」
と
「
下
乙
」
が
ほ
ぼ
同
等
の
意
味
と
し
て
扱
わ
れ
、
兩
者
は
「
帝
」
の

權
能
の
一
部
を
委
讓
さ
れ
、「
王
」
の
行
動
に
許
諾
を
與
え
た
り
、
祭
祀
の
許
諾

の
權
能
が
付
與
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、「
帝
」
の
權
能
と
の

關
連
す
る
卜
辭
（「
下
乙
賓
于
帝
」「
成
（
大
乙
）
賓
于
帝
」）
か
ら
、「
下
上
」
は

「
下
乙
・
上
乙
」
の
こ
と
で
「
下
乙
」
が
殷
を
「
復
興
」
さ
せ
た
第
十
四
代
殷
王

の
「
祖
乙
」
を
意
味
し
、「
上
乙
」
が
初
代
殷
王
の
「
大
乙
（
唐
）」
す
な
わ
ち
湯

王
と
し
た
。四

結
論

二
〇
一
三
年
二
月
、
ロ
シ
ア
中
部
の
チ
ェ
リ
ャ
ビ
ン
ス
ク
州
に
直
徑
十
五
㍍
以

上
の
大
き
な
隕
石
が
落
下
し
た
。
こ
の
大
き
さ
は
百
年
に
一
度
ほ
ど
の
落
下
頻
度

と
さ
れ
る
。
ま
ば
ゆ
い
閃
光
と
衝
擊
波
を
と
も
な
い
、
建
造
物
な
ど
が
損
壞
し
負

傷
者
も
多
數
出
た
。
こ
の
自
然
現
象
が
殷
代
に
生
じ
た
場
合
、「
帝
」
に
よ
る
鐵

槌
と
當
時
の
人
々
に
觀
念
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。「
帝
」
は
大
風
を
起
こ
し
、

雷
を
落
と
し
、
干

を
下
し
、
祟
り
や
災
厄
を
も
た
ら
せ
る
存
在
か
ら
、
隕
石
落

下
も
こ
の
類
い
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
殷
代
に
落
下
し
た
隕
石
は
、
隕
鐵
と
し

て
鉞
の
刃
に
活
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
銅
製
の
鉞
に
刃
の
部
分
だ
け
隕
鐵
の
刃

が
は
め
込
ま
れ
た
例
（
鐵
刃
銅
鉞
）
が
、
發
見
さ
れ
て
い
る）
25
（

。
そ
し
て
甲
骨

や

金

の
「
王
」
の
字
形
に
は
、
鉞
の
形
を
し
た
も
の
が
あ
り
、
王
の
權
威
の
象
徵

と
さ
れ
る）
26
（

。
王
の
權
威
の
實
體
は
、
征
伐
權
で
あ
り
刑
罰
權
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
隕
石
の
落
下
は
、「
帝
」
も
し
く
は
「
帝
廷
」
か
ら
の
鐵
槌
で
は
な
く
、
反

對
に
「
征
伐
權
」
行
使
の
命
令
で
あ
る
、
と
逆
轉
の
發
想
を
す
る
「
知
惠
者
」
が

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
本
稿
は
「
王
」
の
「
征
伐
權
」
行
使
に
、
何
者
が
許
諾
な
り
祐
助
を
與

え
る
か
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
考
察
し
た
。

基
本
姿
勢
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
。

最
近
の
字
體
硏
究
の
進
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
そ
れ
で
卜
辭
の
分
期
分
組
に
き
わ

め
て
精
確
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
崎
川
隆
氏
の
分
類
を
主
と
し
て
も
ち
い
た
。
ま

た
、
武
丁
中
期
ま
で
と
さ
れ
る
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
龜
版
に
注
目
し
た
。
純
粹

な
「
帝
」
信
仰
の
強
い
龜
版
と
、
そ
れ
ら
の
出
土
地
點
・
分
期
分
組
が
明
白
な
卜

辭
を
、
硏
究
對
象
と
し
て
、
先
に
と
り
あ
げ
た
。

こ
う
し
た
方
針
で
考
察
し
た
結
論
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
の
卜
辭
に
み
え
る
、
戰
爭
許
諾
も
し
く
は
祐
助
を
與
え
る
も

の
は
、「
帝
」の
み
で
あ
っ
た
。
字
體
は「
師
賓
間
大
類
」と「
賓
一
大
類
」に
屬
す
。

と
こ
ろ
が
字
體
が
「
典
型
賓
組
」
に
な
る
と
、「
下
上
」
が
、「
帝
」
以
外
に
戰
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爭
許
諾
を
與
え
る
存
在
と
し
て
卜
辭
に
み
え
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
骨
版

の
例
に
お
お
く
な
る
。
骨
版
は
殷
王
の
祖
先
神
の
祭
祀
な
ど
で
犧
牲
に
供
さ
れ
た

牛
の
骨
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
純
粹
な
「
帝
」
信
仰
の
も
と
で
占
わ
れ

た
と
い
う
よ
り
も
、
祖
先
神
な
ど
を
媒
介
と
す
る
占
い
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
殷

王
に
有
利
に
働
く
機
能
が
あ
る
と
少
な
く
も
、
當
時
の
人
々
に
は
理
解
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の「
下
上
」と
は
、殷
王
の
祖
先
神
の
こ
と
で
あ
る
。「
下
上
」

の
「
下
」
が
「
下
乙
」
す
な
わ
ち
祖
乙
、「
上
」
が
「
上
乙
」
す
な
わ
ち
大
乙
（
湯

王
）
で
あ
る
。
開
國
の
祖
で
あ
る
大
乙
（
湯
王
）
と
中
興
の
祖
で
あ
る
祖
乙
に
敵

國
と
の
戰
い
に
祐
助
も
し
く
は
許
諾
を
求
め
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
戰
爭
許
諾
の
主
體
が
「
帝
」
と
「
下
上
」
の
二
元
化
の
時
期
か
ら
、

や
が
て
「
下
上
」
の
み
な
ら
ず
、王
統
と
「
妣
」
を
ふ
く
む
祖
先
神
崇
拜
が
「
帝
」

信
仰
を
凌
ぎ
、
周
祭
に
集
大
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、「
帝
」
の
下
す
災
厄
の
一
つ
が
「
戰
敗
」
で
あ
る
と
い
う
、
そ
も

そ
も
の
當
時
の
こ
の
觀
念
に
は
、
他
國
に
對
す
る
「
軍
事
的
優
位
」
を
是
と
す
る

側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
武
力
に
對
す
る
欲
望
を
肯
定
す
る
價
値
觀
を
內
包
す

る
。
こ
の
「
帝
」
か
ら
下
さ
れ
た
と
さ
れ
る
價
値
觀
は
、
時
に
應
じ
て
顯
在
化
す

る
。
武
丁
の
死
後
、ほ
ぼ
百
年
で
卜
辭
の
第
五
期
す
な
わ
ち
帝
乙
・
帝
辛
（
紂
王
）

の
時
代
と
な
る
。
祖
先
神
を
日
々
に
祭
る
周
祭
が
、
盛
ん
に
卜
辭
に
み
え
る
時
代

で
あ
る
が
、
こ
の
王
統
重
視
の
卜
辭
を
最
後
に
、
殷
周
革
命
を
迎
え
る
。
殷
周
革

命
は
い
わ
ば
武
力
革
命
で
あ
り
、「
帝
（
＝
天
）」
の
征
伐
許
諾
權
の
復
活
と
も
い

え
る）
27
（

。

註（
1
）「
下
上
」
に
關
す
る
諸
說
に
つ
い
て
、「
帝
」
を
ふ
く
む
說
と
ふ
く
ま
な
い
說
に
大

別
し
て
以
下
に
紹
介
し
た
い
。「
帝
」
を
ふ
く
む
說
は
、「
帝
」
の
戰
爭
許
諾
な
ど
の
權

限
を
「
下
上
」
に
ふ
く
み
、「
帝
」
を
ふ
く
ま
な
い
說
は
、「
帝
」
と
は
別
個
に
戰
爭
許

諾
な
ど
の
權
限
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
帝
」
を
ふ
く
む
說
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
Ａ
〜
Ｈ
の
諸
說
が
あ
る
。

Ａ

胡
厚
宣
（
前
說
）
は
「『
下
上
』
之
上
、必
爲
上
帝
。
而
下
者
或
指
地
祇
百
神
而
言
」

と
あ
り
（
胡
厚
宣
「
殷
代
之
天
神
崇
拜
」
第
二
節
「
帝
神
」。
當
該
論

は
『（
成
都
・

齊
魯
大
學
）
國
學
硏
究
所
專
刊
』
之
一
と
し
て
『
甲
骨
學
商
史
論
叢
（
初
集
第
二
册
）』

（
一
九
四
四
年
）
に
所
收
さ
れ
て
い
る
）、
上
が
上
帝
、
下
が
地
祇
百
神
と
す
る
。
こ
れ

を
妥
當
も
し
く
は
同
說
と
す
る
者
と
し
て
は
、
池
田
末
利
（『
殷
虛
書

後
編
釋

稿
』

上
・
七
七
頁
、創
元
社
、一
九
六
四
年
）、徐
中
舒
（『
甲
骨

字
典
』、四
川
辭
書
出
版
社
、

一
九
八
八
年
）、
末
次
信
行
（
前
說
）（「
佐
藤
武
敏
先
生
所
藏
『
殷
代
卜
辭
骨
版
』
を

め
ぐ
っ
て
」『
郵
政
考
古
紀
要
』
第
五
〇
號
（
通
卷
五
九
册
）
一
三
一
頁
、二
〇
一
〇
年
）

が
あ
る
。

Ｂ

陳
夢
家
說
は
「『
上
』
指
上
帝
神
明
先
祖
、『
下
』
或
指
地
祇
」
と
あ
り
（
陳
夢

家
『
殷
墟
卜
辭
綜
述
』
五
六
八
頁
、
科
學
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）、
上
が
上
帝
神
明

先
祖
、
下
が
地
祇
と
す
る
。

Ｃ

島
邦
男
說
は
「『
下
上
』
の
上
は
上
帝
、
下
は
下
乙
な
ど
の
祖
神
を
謂
う
も
の
」

と
し
（
島
邦
男
『
殷
墟
卜
辭
硏
究
』
一
九
八
頁
、弘
前
大
學

理
學
部
中
國
學
硏
究
會
、

一
九
五
八
年
）、
上
が
上
帝
、
下
が
祖
神
と
す
る
。
こ
の
說
に
同
じ
者
に
貝
塚
茂
樹
・

伊
藤
道
治
兩
氏
が
あ
り
、「
下
上
の
上
は
上
帝
、
下
は
祖
先
神
を
示
す
」
と
す
る
（
貝

塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
『
甲
骨

字
硏
究
・
本

篇
』
京
人
六
九
二
〔
腹
甲
〕
の
解
說
、

二
七
八
頁
、
同
朋
社
、
增
補
版
一
九
八
〇
年
。
舊
版
一
九
六
〇
年
）。

Ｄ

胡
厚
宣
（
後
說
）
は
「
下
上
上
下
之
上
、
疑
皆
指
天
神
上
帝
而
言
、
猶
言
上
子
、

下
疑
指
人
王
下
帝
而
言
、
猶
言
下
子
」
と
あ
り
（
胡
厚
宣
「
殷
卜
辭
中
的
上
帝
和
王
帝

（
下
）」『
歷
史
硏
究
』
一
九
五
九
年
第
一
〇
期
）、
上
が
天
神
上
帝
、
下
が
人
王
下
帝
と

す
る
。

Ｅ

白
川
靜
說
は
、「
下
上
」
と
は
「
禘
祀
の
對
象
と
な
る
も
の
を
帝
と
合
わ
せ
て

い
う
」
場
合
の
用
語
と
す
る
。
禘
祀
の
對
象
は
、
鳳
・
方
位
神
・
河
神
・
嶽
神
・
王
亥
・

下
乙
・
黃
奭
な
ど
多
數
み
ら
れ
る
（
白
川
靜
『
甲
骨

の
世
界
』
五
五
―
八
二
頁
、
平

凡
社
、
一
九
七
二
年
）。



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

四
一

Ｆ

赤
塚
忠
說
は
、「
下
上
」に
つ
い
て「
上
帝
」を
ふ
く
む「
上
下
の
諸
神
」と
す
る（
赤

塚
忠
『
中
國
古
代
の
宗
敎
と

化
』
四
八
八
―
四
八
九
頁
、角
川
書
店
、一
九
七
七
年
）。

Ｇ

孟
世
凱
說
は
「
地
祇
人
鬼
和
上
帝
天
神
」
と
し
（
孟
世
凱
『
甲
骨
學
小
詞
典
』、

上
海
辭
書
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）、
上
が
上
帝
天
神
、
下
が
地
祇
人
鬼
と
す
る
。

Ｈ

趙
誠
說
は
「（
上
）
帝
、
神
、
祖
」「（
下
）
地
上
的
各
種
神
」
と
し
（
趙
誠
『
甲

骨

簡
明
詞
典
』
二
七
二
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）、
上
が
帝
・
神
・
祖
、
下

が
地
上
の
各
種
の
神
と
す
る
。

「
帝
」
を
ふ
く
ま
な
い
說
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
Ｉ
〜
Ｋ
の
諸
說
が
あ
る
。

Ｉ

蕭
良
瓊
說
は
「『
下
上
』
指
的
都
是
祖
先
、而
不
是
天
神
地
祇
」
と
の
結
論
で
、「
下

上
」
は
い
ず
れ
も
祖
先
と
す
る
。
論
旨
と
し
て
は
、戰
爭
の
許
諾
は
「
帝
」
と
「
下
上
」

と
に
分
別
さ
れ
て
祈
求
ら
れ
て
お
り
、「
上
帝
」
の
對
槪
念
と
し
て
の
「
下
」
要
素
は

見
ら
れ
な
い
と
し
、上
下
が
對
槪
念
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
（
た
と
え
ば
「
上
帝
」

の
表
現
が
み
ら
れ
る
の
は
）、「
下
上
」
が
現
れ
て
か
ら
以
降
で
あ
り
、
さ
ら
に
第
三
期

に
「
帝
甲
」
が
み
ら
れ
（
胡
說
な
ど
を
引
用
）、
要
す
る
に
、「
下
上
」
と
「
上
帝
・
下

帝
」
の
「
上
下
」
觀
念
と
は
時
期
的
な
相
違
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
「
吿
某
方
於
某

祖
先
」
の
卜
辭
、
ま
た
卜
辭
に
「
上
示
（
祖
乙
以
下
の
祖
先
）」「
下
示
（
小
乙
以
下
の

祖
先
）」
と
い
う
集
團
呼
稱
が
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
祖
先
神
を
「
上
下
」
と
し
た
の
で

あ
る
（
蕭
良
瓊
「『
上
、
下
』
考
辨
」『
于
省
吾
敎
授
百
年
誕
辰
記
念

集
』
吉
林
大
學

出
版
社
、
一
九
九
六
年
）。

Ｊ

羅
琨
說
は
「
下
上
」
を
「
神
靈
」
も
し
く
は
「
上
下
神
祇
」
と
す
る
。「
神
靈
」

に
つ
い
て
は
「
自
然
神
和
先
公
遠
祖
」
と
す
る
ら
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、「
帝
」
を
ふ
く

ま
な
い
說
と
し
て
お
く
（
羅
琨
『
商
代
戰
爭
與
軍
制
（
商
代
史
・
卷
九
）』
二
三
六
―

二
四
〇
頁
、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

Ｋ

落
合
淳
思
說
は
、「
下
上
」
を
「
先
王
の
集
合
呼
稱
」
と
す
る
。
先
王
の
う
ち

の
遠
祖
（
上
示
）
と
比

的
近
い
祖
先
（
下
示
）
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
蕭
良
瓊
說
に

ち
か
い
說
と
思
わ
れ
る
が
、
論
證
は
な
い
。
さ
ら
に
、
同
箇
所
で
「
特
に
戰
爭
の
祐
助

や
邑
の
存
滅
に
つ
い
て
の
記
述
は
帝
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
、「
戰
爭
の
祐
助
」

の
權
能
を
も
つ
存
在
と
し
て
「
下
上
」
を
理
解
し
て
い
な
い
（
落
合
淳
思
『
殷
代
史
硏

究
』
二
五
八
―
二
五
九
頁
、
朋
友
書
店
、
二
〇
一
二
年
）。

（
2
）
卜
辭
の
具
體
例
は
「
…
卜
爭
…
上
帝
…
降
…

0234
（
合
集
一
〇
一
六
六
＝
存
一
・

一
六
八
）」
で
、
字
體
（
崎
川
分
類
）
は
「
賓
三
大
類
」
の
「
典
型
賓
三
」
に
屬
す
。

字
體
の
分
期
分
組
說
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
註
（
4
）
參
照
。

（
3
）
絕
對
年
代
は
目
安
と
し
て
、
中
國
の
公
式
見
解
を
あ
げ
て
お
く
。『
中
國
歷
史
紀
年

手
册
』（
氣
象
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
參
照
。

（
4
）
當
該
卜
辭
の
字
體
分
類
は
、
筆
者
の
判
斷
に
よ
る
。
ち
な
み
に
字
體
分
類
は
、
合

集
一
―
一
九
七
五
三
に
つ
い
て
は
、
崎
川
隆
『
賓
組
甲
骨

分
類
硏
究
』（
上
海
人
民

出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
に
原
則
と
し
て
し
た
が
う
（
以
下
、「
崎
川
分
類
」
と
略
稱

す
る
）。
字
體
分
類
も
し
く
は
分
組
の
み
ら
れ
な
い
卜
辭
の
場
合
は
、
筆
者
の
判
斷
に

よ
る
。
本
稿
末
尾
の
「
崎
川
分
類
表
」
參
照
。

（
5
）
當
該
版
は
、
合
集
一
六
四
三
七
と
綴
合
さ
れ
、「
戊
辰
卜
內
貞
帝
弗
作
王
넬
（
禍
）」

と
「
帝
其
作
王
넬
（
禍
）」
の
卜
辭
が
み
え
る
。

（
6
）
李
學
勤
・
彭
裕
商
『
殷
墟
甲
骨
分
期
硏
究
』（
上
海
古
書
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）

一
一
八
―
一
二
一
頁
。
ま
た
、張
惟
捷
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓
組
刻
辭
整
理
與
硏
究
』

（
天
主
敎
輔
仁
大
學
中
國

學
硏
究
所
博
士
論

、
二
〇
一
一
年
）
上
・
三
三
―
四
四

頁
參
照
。

（
7
）
李
學
勤
氏
は
「
鬼
方
」
と
「
危
方
」
に
は
一
定
の
關
係
が
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、

當
該
版
を
ふ
く
む
背
甲
例
（
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
）
の
う
ち
十
一
版
に
は
連
續
性
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
李
學
勤
『
殷
代
地
理
簡
論
』（
科
學
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）

七
二
―
七
七
頁
參
照
。

（
8
）
本
稿
で
は
占
い
に
も
ち
い
ら
れ
る
材
質
（
龜
版
か
骨
版
か
）
の
違
い
を
重
視
し
、

龜
版
と
骨
版
に
分
け
て
檢
討
す
る
。
こ
の
意
味
で
Ｙ
Ｈ
一
二
七
の
坑
か
ら
出
土
し
た
の

は
、
ほ
と
ん
ど
が
龜
版
で
、
分
期
分
類
可
能
龜
版
は
五
六
二
三
片
に
の
ぼ
り
、
時
代
も

「
武
丁
中
期
」
ま
で
と
知
ら
れ
て
お
り
、
卜
辭
內
容
の
性
格
を
考
察
す
る
う
え
で
貴
重

な
史
料
で
あ
る
（
末
次
信
行
「
甲
骨
版
埋
藏
處
考
（
上
）」（『
千
里
金
蘭
大
學
紀
要
・

短
期
大
學
部
』
第
三
九
號
、
二
〇
〇
八
年
）
參
照
）。
そ
も
そ
も
、
占
い
に
も
ち
い
ら

れ
る
龜
版
や
骨
版
は
、
寄
進
あ
る
い
は
奉
納
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
龜
版
と
骨
版
と

で
、
占
卜
材
料
奉
納
者
に
相
違
の
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
胡
厚
宣
に
よ
り
指
摘
さ
れ

（
胡
厚
宣
「
武
丁
時
五
種
記
事
刻
辭
考
」『
甲
骨
學
商
史
論
叢
初
集
』
第
三
册
、
成
都
・

齊
魯
大
學
國
學
硏
究
所
專
刊
、
一
九
四
四
年
）、
筆
者
も
、
龜
版
が
「
方
」
國
や
「
侯
」

國
な
ど
の
廣
範
圍
か
ら
奉
納
さ
れ
る
の
に
對
し
て
、
骨
版
は
朝
廷
の
「
卜
府
」
と
深
い

關
係
の
あ
る
者
な
ど
、
殷
墟
周
邊
に
近
い
範
圍
在
住
の
者
が
奉
納
し
、
さ
ら
に
、
そ
の

骨
版
が
祖
先
神
の
祭
儀
と
か
か
わ
る
ら
し
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
（
末
次
信
行
「
卜

占
用
龜
骨
の
貢
納
制
槪
略
（
上
・
下
）」（『
千
里
金
蘭
大
學
紀
要
・
短
期
大
學
部
』
第

三
五
・
三
六
號
、
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
年
）
參
照
）。「
龜
材
」
奉
納
者
は
、
か
な
り
廣



殷
代
武
丁
期
卜
辭
に
み
え
る
「
帝
」
と
「
下
上
」

四
二

範
圍
か
ら
あ
り
、「
方
」
國
や
「
侯
」
國
、
あ
る
い
は
受
年
地
や
田
獵
地
に
共
通
す
る

地
名
（
人
名
）
の
者
で
あ
り
、
遠
方
か
ら
あ
る
い
は
王
朝
の
中
樞
に
近
い
「
帚
」
の
身

分
や
立
場
の
者
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
龜
材
」
奉
納
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

當
時
の
殷
王
朝
に
よ
る
占
卜
が
、
廣
い
支
持
を
う
け
、
か
つ
そ
の
占
卜
に
よ
る
決
定
も

し
く
は
「
帝
」
や
諸
神
の
意
思
が
、
廣
く
信
奉
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、「
骨
材
」
奉
納

者
は
、「
卜
府
」
に
自
由
に
出
入
り
で
き
る
者
で
、「
王
」
や
貞
人
、
あ
る
い
は
王
朝
の

高
位
に
あ
る
「
子
某
」
や
「
帚
某
」
や
「
侯
某
」、
少
數
で
あ
る
が
、
高
官
に
あ
る
「
小

臣
某
」
や
「
保
某
」
お
よ
び
一
定
の
政
治
勢
力
を
有
す
る
も
の
が
お
り
、
朝
廷
あ
る
い

は
大
邑
（
殷
墟
）
も
し
く
は
大
邑
近
鄰
の
地
域
に
在
住
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
「
骨
材
」
そ
の
も
の
が
、
お
そ
ら
く
は
祭
儀
に
供
さ
れ
た
牛
の
肩
胛
骨
で
あ
る
可
能

性
が
高
く
、
そ
し
て
、
そ
の
祭
儀
の
對
象
で
あ
る
祖
先
神
な
ど
の
靈
力
が
、
占
い
結
果

に
何
ら
か
の
影

が
あ
る
と
の
、共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

「
龜
材
」
の
廣
範
な
厚
い
信
奉
を
象
徵
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、「
骨
材
」
使
用
は
祖
先

神
を
通
し
て
世
俗
政
治
的
勢
力
の
影

下
に
置
か
れ
て
い
る
、と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
。

槪
ね
で
あ
る
が
、
よ
り
直
接
的
に
「
帝
」
の
意
思
を
知
ろ
う
と
す
る
行
爲
に
「
龜
材
」

が
使
用
さ
れ
、「
祖
先
神
な
ど
の
靈
力
」
を
介
し
て
「
帝
」
の
意
思
を
知
ろ
う
と
す
る

行
爲
に
「
骨
材
」
が
使
用
さ
れ
た
ら
し
い
。
要
す
る
に
、「
帝
」
信
仰
と
祖
先
神
信
仰

と
の
力
關
係
の
一
つ
に
、
占
卜
材
料
（
龜
版
と
骨
版
）
の
違
い
が
あ
っ
た
と
す
る
立
場

を
と
る
。
な
お
、
甲
骨
版
の
埋
藏
に
つ
い
て
は
、
材
質
の
相
異
で
出
土
坑
が
異
な
っ
て

い
る
例
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
な
に
が
し
か
の
基
準
で
占
わ
れ
た
甲
骨
版
が
選
擇
さ

れ
て
、
埋
藏
さ
れ
た
り
保
管
さ
れ
た
り
し
た
ら
し
く
、
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
の

「
武
丁
中
期
」
說
は
ほ
ぼ
當
た
っ
て
い
よ
う
が
、
Ｙ
Ｈ
一
二
七
出
土
以
外
で
、
お
な
じ

字
體
が
み
ら
れ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
（
前
揭
「
佐
藤
武
敏
先
生
所
藏
『
殷
代
卜
辭
骨

版
』
を
め
ぐ
っ
て
」
參
照
）。

（
9
）
前
揭
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓
組
刻
辭
整
理
與
硏
究
』
上
・
二
一
五
頁
。

（
10
）
前
揭
『
殷
墟
卜
辭
硏
究
』
一
九
七
頁
。

（
11
）
前
揭
『
甲
骨

字
硏
究
・
本

篇
』
一
一
―
一
二
頁
。

（
12
）
前
揭
『
甲
骨

字
硏
究
・
本

篇
』
二
七
八
頁
。

（
13
）
前
揭
『
殷
虛
書

後
編
釋

稿
』「
後
上
一
七
・
三
」
の
項
參
照
。

（
14
）
末
次
信
行『
殷
代
氣
象
卜
辭
の
硏
究
』（
京
都
・
玄

社
、一
九
九
一
年
）九
四
頁
參
照
。

（
15
）
當
該
卜
辭
版
の
綴
合
に
つ
い
て
は
、
前
揭
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓
組
刻
辭
整
理

與
硏
究
』
上
・
二
二
二
―
二
二
三
頁
參
照
。
こ
の
綴
合
後
の
正
面
に
は
「〔
□
亥
卜
賓
〕

貞
、
隹
多
妣
肇
王
疾
」
が
み
ら
れ
、「
多
妣
」
が
「
王
疾
」
に
か
か
わ
る
こ
と
を
示
す
。

（
16
）
當
該
卜
辭
版
の
綴
合
に
つ
い
て
は
、
前
揭
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓
組
刻
辭
整
理

與
硏
究
』
上
・
二
〇
四
―
二
〇
五
頁
參
照
。

（
17
）
な
お
、「
王
占
曰
、
勿
出
、
下
上

、
隹
됭

」
に
つ
い
て
、
下
半
の
「
下
上

、

隹
됭

」
は
、
上
半
と
は
別
卜
辭
と
す
る
說
が
あ
る
（
前
揭
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑

賓
組
刻
辭
整
理
與
硏
究
』
上
・
九
六
頁
）。

（
18
）
前
揭
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓
組
刻
辭
整
理
與
硏
究
』
上
・
一
六
八
―
一
六
九
頁
、

同
下
・
四
六
八
頁
。

（
19
）
當
該
龜
版
の
綴
合
は
張
惟
捷
說
も
同
じ
で
あ
る
（
前
揭
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓

組
刻
辭
整
理
與
硏
究
』
上
・
二
六
八
頁
）。

（
20
）
胡
厚
宣
「
卜
辭
下
乙
說
」（『
甲
骨
學
商
史
論
叢
初
集
』
第
三
册
、
成
都
・
齊
魯
大

學
國
學
硏
究
所
專
刊
、
一
九
四
四
年
）
に
、「
下
乙
」
と
「
大
乙
」
は
と
も
に
「
有
爲

之
君
」
と
す
る
。

（
21
）
當
該
龜
版
は
新
た
に
綴
合
部
分
の
あ
る
張
惟
捷
引
用
を
も
ち
い
る
（
前
揭
『
殷
墟

Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓
組
刻
辭
整
理
與
硏
究
』
上
・
五
七
―
五
八
頁
）。

（
22
）
ま
た
同
版
に
「
貞
、大
甲
賓
于
成
」
と
あ
り
、第
五
代
殷
王
で
あ
っ
た
「
大
甲
」
を
「
成
」

に
配
し
祭
る
こ
と
を
問
う
て
い
る
卜
辭
が
あ
る
が
、

脈
上
、
省
略
す
る
。

（
23
）「
上
乙
」
の
例
と
し
て
、
午
組
に
「
上
乙
」
が
み
え
「
大
乙
」
の
こ
と
と
し
て
「
將

上
乙
（
甲
三
五
九
八
）」
を
揭
げ
、
こ
の
種
の
稱
謂
は
あ
る
一
時
の
、
一
種
の
特
殊
な

形
と
さ
れ
る
（
前
揭
『
殷
虛
卜
辭
綜
述
』
一
六
四
頁
）。
午
組
は
、
い
わ
ゆ
る
非
王
卜

辭
に
分
類
さ
れ
、
こ
の
年
代
は
「
武
丁
中
期
或
略
偏
晩
」
と
さ
れ
る
の
で
（
前
揭
『
殷

墟
甲
骨
分
期
硏
究
』
三
一
六
頁
）、
字
體
分
類
か
ら
す
る
と
、
ほ
ぼ
崎
川
分
類
の
「
賓

一
大
類
」
か
あ
る
い
は
「
典
賓
大
類
」
の
み
ら
れ
る
時
期
に
も
重
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
下
上
」が
字
體
分
類
で
は
、「
賓
一
大
類
」の「
過
渡
②
類
」に
み
え
は
じ
め
、「
典

型
賓
組
」に
多
數
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、午
組
と
お
な
じ
時
期
に「
上
乙
」の
用
語
が
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
石
璋
如
『（
小
屯
）
遺
址
的
發
現
與
發
掘
・
丁
編
ー

甲
骨
坑
層
之
一
』（
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究
所
、
一
九
八
五
年
）
に
よ
れ
ば
、「
將

上
乙
」
の
卜
辭
の
み
え
る
甲
三
五
九
八
版
（
骨
版
）
に
つ
い
て
、
第
三
次
の
發
掘
か
ら

の
出
土
で
、
出
土
地
點
が
Ｆ
３
・
１
と
し
、
卜
辭
の
時
代
を
第
三
期
と
報
吿
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
例
の
み
で
あ
る
の
で
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
24
）
前
揭
「
卜
辭
下
乙
說
」
五
葉
下
に
「
今
下
乙
者
、
能
若
王
、
能
祐
王
、
是
其
權
能
、

有
可
與
帝
等
者
矣
」
と
あ
る
。



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

四
三

（
25
）
鐵
刃
銅
鉞
に
は
一
九
七
二
年
河
北
省
藁
城
縣
臺
西
出
土
一
件
と
一
九
七
七
年
北
京

市
平
谷
出
土
一
件
の
都
合
二
件
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
殷
代
前
期
と
さ
れ
る
（『
中
國

物
考
古
辭
典
』
遼
寧
科
學
技
術
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）。
と
り
わ
け
前
者
の
藁
城
鐵

刃
銅
鉞
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
種
の
鉞
の
形
狀
は
、
比

的
特
殊
な
も
の
で
、
北
方
少

數
民
族
地
區
の
特
色
を
具
有
す
る
」
と
の
報
吿
が
あ
る
（『
藁
城
臺
西
商
代
遺
址
』（

物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
一
三
二
頁
）。

（
26
）
白
川
靜
『
字
統
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）
六
二
―
六
三
頁
。

（
27
）「
帝
＝
天
」
す
な
わ
ち
、「
帝
・
天
同
音
一
義
」
と
す
る
池
田
末
利
說
に
し
た
が
う
（「
釋

帝
・
天
」『
中
國
古
代
宗
敎
史
硏
究
』
東
海
大
學
出
版
會
、
一
九
八
一
年
）。

附
記
：
本
稿
で
し
ば
し
ば
引
用
す
る
張
惟
捷
『
殷
墟
Ｙ
Ｈ
一
二
七
坑
賓
組
刻
辭
整
理
與
硏

究
』
論

入
手
に
當
た
っ
て
は
、
本
硏
究
會
幹
事
・
佐
藤
信
彌
氏
の
便
宜
を
受
け
た
。
記

し
て
謝
す
。

《
略
稱
》

〇
引
用
卜
辭
拓
片
著
錄
な
ら
び
に
引
用

獻
略
稱

鐵

／
鐵
雲
藏
龜
（
劉
鶚
）

／
一
九
〇
三
年

前

／
殷
虛
書

前
編
（
羅
振
玉
）

／
一
九
一
二
年

後

／
殷
虛
書

後
編
（
羅
振
玉
）

／
一
九
一
六
年

戩

／
戩
壽
堂
所
藏
殷
墟

字
（
王
國
維
）

／
一
九
一
七
年

林

／
龜
甲
獸
骨

字
（
林
泰
輔
）

／
一
九
二
一
年

簠

／
簠
室
殷

徵

（
王
襄
）

／
一
九
二
五
年

佚

／
殷

佚
存
（
商
承
祚
）

／
一
九
三
三
年

續

／
殷
虛
書

續
編
（
羅
振
玉
）

／
一
九
三
三
年

庫

／
庫
方
二
氏
藏
甲
骨
卜
辭
（
方
法
斂
）

／
一
九
三
五
年

柏

／
柏
根
氏
舊
藏
甲
骨
卜
辭
（
明
義
士
）

／
一
九
三
五
年

粹

／
殷

粹
編
（
郭
沫
若
）

／
一
九
三
七
年

金

／
金
璋
所
藏
甲
骨
卜
辭
（
方
法
斂
）

／
一
九
三
九
年

甲

／
小
屯
・
殷
墟

字
甲
編
（
董
作
賓
）

／
一
九
四
八
年

乙

／
小
屯
・
殷
墟

字
乙
編
（
董
作
賓
）

／
一
九
四
九
年

摭
續

／
殷

摭
佚
續
編
（
李
亞
農
）

／
一
九
五
〇
年

二

／
殷

拾

第
二
編
（
郭
若
愚
）

／
一
九
五
三
年

存

／
甲
骨
續
存
（
胡
厚
宣
）

／
一
九
五
五
年

丙

／
小
屯
・
殷
墟

字
丙
編
（
張
秉
權
）

／
一
九
五
七
―
一
九
七
二
年

人

／
京
都
大
學
人

科
學
硏
究
所
藏
甲
骨
（
貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
）

／
一
九
五
九
年
（
一
九
八
〇
年
增
補
改
訂
版
『
甲
骨

字
硏
究
』
に
改
名
）

『
綜
類
』
／
殷
虛
卜
辭
綜
類
（
島
邦
男
）
／
一
九
六
七
年
初
版
、
一
九
七
一
年
增
訂
再
版

合
集
・『
合
集
』
／
甲
骨

合
集
（
郭
沫
若
ほ
か
）

／
一
九
七
八
―
一
九
八
三
年

英
國

／
英
國
所
藏
甲
骨
集
〈
上
編
〉（
李
學
勤
ほ
か
）
／
一
九
八
五
年

『
類
纂
』
／
殷
墟
甲
骨
刻
辭
類
纂
（
姚
孝
遂
）

／
一
九
八
九
年

合
補

／
甲
骨

合
集
補
編
（
中
國
社
會
科
學
院
歷
史
硏
究
所
）

／
一
九
九
九
年

「
崎
川
分
類
」
／
賓
組
甲
骨

分
類
硏
究
（
崎
川
隆
）

／
二
〇
一
一
年

《
そ
の
他
》

〇
甲
骨

字
（
初
出
）
に
付
し
た
四
桁
の
ア
ラ
ビ
ア
數
字
は
、
姚
孝
遂
主
編
『
殷
墟
甲

骨
刻
辭
類
纂
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）
の
「
字
形
總
表
」
に
み
え
る
番
號
で
あ

る
。
こ
の

字
番
號
は
、于
省
吾
主
編
『
甲
骨

字
詁
林
』（
中
華
書
局
、一
九
九
六
年
）

に
同
じ
で
あ
り
、
甲
骨

字
の
字
形
を
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
の

字
を
ふ
く
む

卜
辭
例
、
な
ら
び
に
諸
說
を
閱
覽
で
き
る
。
本
稿
で
は
繁
雜
を
避
け
る
た
め
一
說
の
み

を
原
則
と
し
て
と
り
あ
げ
、
ほ
か
の
諸
說
に
つ
い
て
は
省
い
て
い
る
が
、『
甲
骨

字

詁
林
』
で

字
番
號
を
檢
索
す
る
と
諸
說
が
知
ら
れ
る
。



殷
代
武
丁
期
卜
辭
に
み
え
る
「
帝
」
と
「
下
上
」

四
四

《
付
表
》

「
崎
川
分
類
表
」

出
所
：『
賓
組
甲
骨

分
類
硏
究
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
四
八
頁

表
1

分
類
框
架小

分
類
框
架

大
分
類
框
架

典
型
師
賓
間
類

師
賓
間
大
類

非
典
型
師
賓
間
類

Ａ
～
Ｅ

過
渡
①
類

典
型
賓
一
類

賓
一
大
類

過
渡
②
類

典
型
典
賓
類

典
賓
大
類

過
渡
③
類

典
型
賓
三
類

賓
三
大
類

非
典
型
賓
三
類

ＡＢ

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究
會
々
員
）


